
 

 

 

輸出貿易管理令の一部を改正する政令案 

に関する意見公募の結果について 
 

 

令和元年８月２日 

経 済 産 業 省 

貿 易 管 理 部 

 

 

 

 令和元年７月１日から令和元年７月２４日にかけて、標記に係る意見募集を行ったところ、 

その結果は以下のとおりです。ご協力ありがとうございました。 

 

1. 実施方法 

（１）募集期間：令和元年７月１日（月）～令和元年７月２４日（水） 

（２）告知方法：電子政府の総合窓口（ｅ－Ｇｏｖ）及び経済産業省プレスリリースに掲載 

（３）募集方法：電子メール 

 

2. 意見総数：４０，６６６件 

 概ね賛成      約９５％超 

 概ね反対      約 １％ 

 

※個別の論点に関するご意見の概要及びご意見に対する考え方は２ページ以降に記載 

 

３.本件に関するお問合せ先 

貿易管理課 

 ＴＥＬ：０３－３５０１－０５３８ 
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パブリックコメントに寄せられたご意見の概要及びご意見に対する考え方 
 

※ご意見の全体像が分かるように、代表的なご意見を抽出し、整理しております。 

 

NO. 寄せられたご意見の概要 ご意見に関する考え方 

1 （Ⅰ：今回の見直しに賛成） 

 大韓民国の貿易管理に係る規制（キャッチオール規制）が不十分であることに

加え、同国との信頼関係が著しく損なわれた中で、貿易管理制度の適切な運用

の確認が困難になった現状においては、輸出管理制度を適切に運用するため

に、大韓民国向けの輸出について、輸出管理制度を厳格に運用するための措置

をとることが必要。 

 国の安全保障上、必要な措置であると賛成します。 

 キャッチオール規制は国際的にも重要で、国際社会への貢献と承知していま

す。 

 今回の改正案は制裁ではなく、これまで一方的に与えていた特例を撤廃するだ

けですので、あくまでも我が国の国内事情です。粛々と施行していただき、関

係各所は政令厳守をお願いいたします。 

 レーダー照射、いわゆる徴用工問題への対応などを踏まえると、韓国をホワイ

ト国から削除するのは当然の措置と考える。 

 度重なる韓国の国際条約並びに国際法無視の無法無体な行為を諫めるにはも

はや「ホワイト国除外」という厳しい態度で臨むしかない。 

 政府の方針に賛成。今の韓国は、拉致問題で苦しむ日本をしり目に、日本の制

度を悪用して精密機器を北朝鮮に横流ししていても不思議ではない。 

 今回の見直しは、安全保障を目的に輸出管理を適切に実施する観

点から、その運用を見直すものです。施行後は、厳正に執行して

いきます。 

2 （Ⅰ：今回の見直しのみならず、更なる規制強化が必要） 

 韓国への輸出は安全保障上のリスクが高いため、ホワイト国からの削除に留ま

らず、輸出禁止が必要。 

 他の軍事転用可能な技術移転や輸出も禁じるべき。 

 今後の更なる見直しに関しては、予断を持ってお答えすることは

差し控えます。 

3 （Ⅰ：施行日を早めるべき） 

 急を要するので、施行日をもっと早めるべき。 

 ホワイト国からの削除は協議に応じない時点で速やかにやるべき。 

 安全保障上の緊急性と、輸出事業者への周知期間を考慮して、公

布の日から起算して 21 日を経過した日から施行することとして

います。 
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NO. 寄せられたご意見の概要 ご意見に関する考え方 

4 （Ⅰ：再度、韓国を輸出貿易管理令別表第3の国にする場合について） 

 ホワイト国に追加する際は確実に信頼関係が築くことができることを国民に

示してからすべき。 

 再度ホワイト国へ登録する際の基準が不明。再登録の条件を見える形で公表ま

たは、登録を行うことになった時点で、公表することを考慮いただきたい。 

 韓国を輸出貿易管理令別表第3の国に戻すことについては、現時

点では考えておりません。 

5 （Ⅰ：情報開示について） 

 多くの国民は徴用工問題に対する制裁であると誤解している。誤解の理由の一

つは、「輸出管理を巡る不適切な事案」が具体的にどのようなことなのかが明

確に示されていないことだと考える。この「不適切な事案」の詳細を早急に開

示することを検討いただきたい。 

 「不適切な事案」については、個社の取引に係る内容であり、ま

た、輸出管理の執行に支障が生じる懸念があるため、詳細を明ら

かにすることはできません。 

6 （Ⅰ：情報発信について） 

 国内の報道における「輸出規制強化」は誤りであることを指摘すべき。 

 本件が、徴用工問題への報復、WTO違反といった誤った認識を国際社会に与え

ないように情報発信に努めていただきたい。 

 経済産業省としては、「輸出規制強化」ではなく、「輸出管理の見

直し」という表現を用いています。 

 いわゆる徴用工問題への対抗措置ではないこと、WTO 違反には当

たらないことを国際社会に対して情報発信するよう努めていき

ます。 

7 （Ⅰ：関連する日本企業や国内産業への影響を注視し、必要な対策を併せて講じる

べき） 

 国内企業に多大な影響が出るかどうかを注視し、必要に応じて対策を講じるべ

き。 

 ホワイト国以外の輸出に慣れていない企業は、手続きがわからず、問題のない

輸出も止まる可能性が高い。省庁が主導してのホワイト国以外の国への輸出セ

ミナーを宣伝すべき。 

 国内産業への影響を避ける政策とあわせて実施すべき。 

 国で審査を行い、輸出管理に人材をさけない中小企業のリスク回避に努めても

らう事を望む。 

 まず、今回の見直しは、輸出管理制度の適切な運用に必要なもの

です。その上で申し上げれば、今回の見直しは、韓国向けの禁輸

措置ではなく、従来韓国に対して実施してきた優遇措置をやめ

て、他の多数の国と同様の通常の措置に戻すものです。軍事転用

等の懸念がなければ、許可をします。その結果として、どのよう

な影響が出るかということについては、しっかりと注視していき

ます。 

 関係する企業に対しては、必要な手続等について丁寧に説明をし

ていきます。 

8 （Ⅱ：徴用工問題など日韓関係における報復・制裁措置であり、正当性がない） 

 徴用工問題への対抗措置として輸出規制を行うことに正当性はない。 

 政治的な対立と経済を切り離してきた原則が揺らぐ可能性がある。 

 今回の見直しは、安全保障を目的に輸出管理を適切に実施する観

点から、その運用を見直すものであり、いわゆる徴用工問題の対

抗措置ではありません。 
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NO. 寄せられたご意見の概要 ご意見に関する考え方 

 感情的になりすぎている。 

9 （Ⅱ：改正理由等について説明不足、改正理由が納得いかない） 

 今回の改正理由について納得がいかず、早急に詳細説明を求める。また政府と

しては対抗措置ではないという立場を表明しているが、7月1日公布の通達改

正（の概要紙）にある、大韓民国との信頼関係の下に輸出管理を取り組むこと

が困難になってとの記載が、対抗措置ではなく何を指しているのか説明を求め

る。 

 今までは大丈夫だったのか、どうして急に規制を持ち出したのか、一貫性がな

いため説明を求める。 

 韓国政府は、通常兵器キャッチオール統制制度を適切に運営しているのにもか

かわらず、日本国政府が韓国の貿易管理制度に対して根拠もないまま非難する

ことに対して、深い遺憾の意を表します。 

 韓国は、2019 年 3 月以後、第7回協議会の主催者国である日本国からの連絡

を待っていましたが、何らの連絡もありませんでした。 

 局長級の協議会とは別に韓国は日本国の経済産業省が主催するコンファレン

スに2012年から2019年2月まで毎年参加し、参加国と日本に韓国の輸出統制

制度を説明するなど、両国の当局者間では意見交換などの協力関係を持続して

きました。 

 両国間の協議会は韓国が日本国のホワイト国に含まれた後、4年が過ぎてから

始まったので、両国間の協議会の開催有無とホワイト国からの除外を連結させ

ることは論理的に妥当ではありません。 

 韓国の輸出統制専担人力も日本国の主張とは異なり、110人余りに上るなど適

切かつ効果的に貿易管理業務が行われています。 

 韓国政府は、日本のホワイト国の中には通常兵器キャッチオール統制を導入し

ていない国もあると認識しています。通常兵器キャッチオール統制を導入して

いない国はホワイト国に引き続き存置する一方で、同制度を導入している韓国

をホワイト国から除くことは、正当な根拠のない差別的措置に該当します。 

 日本国は、ホワイト国のうち、日本国と定期的な戦略協議会を運営していない

多数の国に対してホワイト国から除くという措置を講じていないため、韓国を

ホワイト国から除く日本の措置は、不当かつ差別的な措置といえます。 

 韓国の輸出管理制度は、日米欧と比較して通常兵器キャッチオー

ル規制など十分に整備されておらず、また、審査等の体制面も脆

弱なところ、従来は、日韓の対話等を通じて、韓国側が制度や運

用を改善するとの信頼関係がありましたが、近年は日本からの申

入れにもかかわらず、その機会がなくなっていました。このため、

国際的な信頼を土台として構築されている輸出管理制度につい

て、韓国との信頼関係を前提として取り組むことが困難になって

いると判断し、従来韓国に対して実施してきた優遇措置をやめ

て、他国と同様の通常の輸出管理上の扱いに戻すこととしまし

た。 

 韓国のキャッチオール制度の根拠条文である対外貿易法 19 条と

戦略物資輸出入告示 50 条は、大量破壊兵器関連物品等を対象と

することが明記されており、通常兵器キャッチオール制度につい

ては、法的根拠が不明確であると認識しています。こうした点も

含め、韓国側の輸出管理制度について、事務レベルでの電子メー

ルを通じたやりとりを行ってきましたが、法的根拠に関する十分

な説明は得られていません。明確な法的根拠を欠いた状態では、

輸出管理を適切に行うことはできないと考えています。 

 日韓の輸出管理に関する政策対話を巡る経緯については、日本側

からは、何度も開催を要請してきましたが、一度合意した日程も

含め、韓国側の事情により日程が延期されることが繰り返されて

きました。こうした背景があるにもかかわらず、「主催国である日

本側の新たな日程提案を待っていた」とのご意見は、輸出管理当

局間の信頼関係の観点から残念であると言わざるを得ません。 

 経済産業省が主催する輸出管理に関するセミナー等と、機微情報

を含めて話し合う政策対話は性格が異なると考えています。 

 輸出貿易管理令別表第3の国に求める条件は、その時々の当該国

の輸出管理制度、世界各国の輸出管理制度、安全保障を巡る国際

情勢などによって変わってくるので、韓国を輸出貿易管理令別表
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NO. 寄せられたご意見の概要 ご意見に関する考え方 

 正当な理由が無いにもかかわらず、日本がホワイト国から韓国を除く場合、こ

の措置は国際規範に合致しません。 

 大韓民国も米国の同盟国なので、ホワイト国から削除することに違和感。 

 貿易管理上の問題があるのであれば、外為法に基づいた罰則を適用すべき。 

 ホワイト国のリストを見れば、ただ一国のみ削除対象とするのは無理がある。

リストにある他国と比較し、その上で突出して不正が多い、不利益があるなど

の理由がなければ、国際社会からも理解は得られない、理不尽な制裁目的と判

断される。 

 韓国との信頼関係を損なったとすれば、その原因は日本政府にある。 

 選挙対策としか思えない。 

 2004 年にホワイト国認定する際に尽力した日本の方々や、使ったお金を無碍

にしている。 

第3に指定した際に政策対話が開催されていなかったことは、現

時点においては重要な意味を持つとは考えておりません。 

 輸出管理の執行体制については、110 名の人材には、武器や原子

炉の専用品の輸出入に携わる人員や、民生品が規制対象となるか

否かの判定等を行う民間機関の職員を含めた人数と認識してい

ます。産業通商資源部のウェブサイトに基づき、軍事転用可能な

民生品の輸出許可の制度構築審査や検査に携わる産業通商資源

部の担当課の職員数は11名であり、しかもこれは、貿易保険やダ

イヤモンドの輸出管理に携わる職員も含めた人数であると認識

しています。 

 韓国をはじめとして、ホワイト国であっても通常兵器キャッチオ

ールの未導入を含め、輸出管理上の制度や運用、執行体制に課題

が残る国があることは事実です。だからこそ、日本としては、こ

れらの国とは、輸出管理についてハイレベルの対話を通じた信頼

関係の構築が重要だと認識しています。いずれにせよ、どの国を

ホワイト国にするかは、様々な要素を総合的に評価して決定して

おり、差別的措置との指摘は当たりません。 

 上記のとおり、韓国を輸出貿易管理令別表第3の国から除外する

ことについては正当な理由があるので、国際規範に合致しないと

の指摘は当たらないと考えています。 

10 （Ⅱ：日本企業・経済、世界経済に悪影響、自由貿易に反する） 

 日本の半導体関連産業や電子部品メーカーなどへの悪影響、日本経済への悪影

響を懸念。韓国などのメーカーの競争力を強化することにつながりかねない。 

 日本が単独で制裁をしても、日本企業の取引先を減らすだけで意味が無い。 

 我が国は貿易立国であり、我が国の国民の経済発展には近隣諸国との貿易拡大

が必要。日本政府の措置は、近隣諸国との対立を煽るもので認めることはでき

ない。 

 自由貿易体制の原則に従っておらず、WTO 違反であり、G20 の宣言とも矛盾す

る。 

 韓国において、日本製品の不買運動や日本企業の資産売却を推し進めることと

 まず、今回の見直しは、輸出管理制度の適切な運用に必要なもの

です。その上で申し上げれば、今回の見直しは、韓国向けの禁輸

措置ではなく、従来韓国に対して実施してきた優遇措置をやめ

て、他の多数の国と同様の通常の措置に戻すものです。軍事転用

等の懸念がなければ、許可をします。その結果として、産業界や

経済にどのような影響が出るかということについては、しっかり

と注視していきます。 

 関係する企業等に対しては、必要な手続等について丁寧に説明を

していきます。 

 今回の見直しは、WTO で認められている安全保障のための輸出管
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NO. 寄せられたご意見の概要 ご意見に関する考え方 

なる可能性が高い。 

 反日感情を悪化させることになり、日本の観光産業や地域経済への悪い影響を

懸念する。 

 日韓両国や世界に与える経済的影響が大きいと思われる。世界のサプライチェ

ーンへの影響も懸念。 

 日韓両国の市民の生活に大きな影響を及ぼす可能性がある。 

理制度の適切な運用に必要な見直しであり、自由貿易の原則や G

20首脳宣言に反するものではなく、WTO違反との指摘も全く当た

りません。こうした日本の立場について、WTO 一般理事会の場を

含め、関係各国に対してしっかりと説明していきます。 

11 （Ⅱ：二国間で調整を踏まえた上で改正をすべき） 

 貿易管理を適正に行うことができるかどうかという観点から、対象国との協議

を経て慎重に判断すべき。 

 外交的に対話をしてから検討すべき。 

 今回の見直しは、輸出管理を適切に実施する観点から行う本国内

の運用見直しであり、協議や対話を経て決めるべきものではあり

ません。 

12 （Ⅱ：パブリックコメントの期間、周知が不足している、手続違反） 

 行政手続に基づく法定の意見募集であるにも関わらず、期間が３０日間を下回

ることについて、改元のパブコメ等の前例を考慮してこの優遇措置撤回に緊急

の要請は無いように思われる。 

 パブリックコメントの実施を広く周知すべき。 

 RIA について費用の把握等、「少なくとも定量化して明示する」とあるものは

書くべき。 

 国会の審議を経ていない。 

 輸出管理を適切に実施する観点から、速やかに対応する必要があ

るため、意見募集期間を24日間としました。 

 パブリックコメントの募集については、経済産業省の7月1日付

ニュースリリースでお知らせしています。 

 輸出貿易管理令別表第3の国から韓国を削除することに伴う対応

に必要な費用については、企業の状況等によって異なり、一概に

は言えないことから、定量化することは困難と判断しました。 

 輸出貿易管理令は、国会の議決を経て制定された外国為替及び外

国貿易法の委任を受けて制定・改正されているものです。 

13 （Ⅱ：日韓の関係を悪化させることになる） 

 日韓関係で進展を見せている中、このような一方的な措置をすべきでない。 

 日韓関係の改善につながらず、これまでの努力を踏みにじるものである。嫌が

らせである。特に従軍慰安婦の問題等で混乱している今、やることでない。 

 今回の措置が韓国内に不要な反日感情を刺激し、日本国内に反韓世論を増長さ

せるなどの深刻な副作用をもたらす。 

 韓国を触発し、報復措置を取られる可能性が高い。 

 韓国側の輸出管理制度は、日米欧と比較して通常兵器キャッチオ

ール規制など十分に整備されておらず、また、審査等の体制面も

脆弱なところ、従来は、日韓の対話等を通じて、韓国側が制度や

運用を改善するとの信頼関係がありましたが、近年は日本からの

申入れにもかかわらず、その機会がなくなっていました。このた

め、国際的な信頼を土台として構築されている輸出管理制度につ

いて、韓国との信頼関係を前提として取り組むことが困難になっ

ていると判断し、従来韓国に対して実施してきた優遇措置をやめ

て、他国と同様の通常の輸出管理上の扱いに戻すこととしまし
14 （Ⅱ：日本の国際的信頼を下げる） 

 国際輸出管理レジーム参加国から、違反行為があったとの非難があがっていな
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いのに除外されるのはおかしい。日本国が海外諸国との連携を行う上で、非常

に独りよがりな制裁を発動したと思われる。 

 日本政府は世界に対して「恥ずかしい」対応を韓国に対して取らないで欲しい。 

た。このような見直しは、輸出管理制度の適切な運用に必要なも

のと考えています。 

 輸出許可を判断する際の運用については、国際輸出管理レジーム

の一つであるワッセナー・アレンジメントの基本指針において、

各国の法令や政策に委ねられており、各国が責任をもって実効性

のある管理を行うことが求められています。 

15 （Ⅱ：北朝鮮との関係、安全保障上の懸念等） 

 今回の騒動で、韓国が日米から離れると北朝鮮に併合される可能性もあり、そ

うなった場合には、現状の韓国側の国民感情を考えると、テロなども含めて日

本の新たな脅威となる恐れもある。 

 韓国を怒らせても、北朝鮮の得になるだけでは。 

 北朝鮮による拉致問題の解決に向け、現在我が国と北朝鮮との外交ルートが閉

ざされている以上、大韓民国の協力は不可欠であると思量する。 

 東アジアの安全保障協力に不安が生じる可能性がある。 

 今回の措置は、国際社会の秩序を乱すもの。 

16 （Ⅲ：その他） 

 12日に行われた事務的説明会の内容を公表すべき。 

 今般の改正と、従来の日韓の問題は切り分けて進めた方がよい。 

 公布日の決定に当たっては、企業が社内システムの変更等のために十分な対応

期間がとれるよう配慮いただきたい。 

 「ホワイト国」という通称は不適切であり、やめたほうがよいのではないか。 

 7月12日に開催された、輸出管理に関する経済産業省担当課長に

よる韓国側担当課長への事務的説明会では、今回の輸出管理に関

する運用の見直しの具体的な措置の内容について説明を行いま

した。 

 今回の見直しは、安全保障を目的に輸出管理を適切に実施する観

点から、その運用を見直すものです。 

 政令の内容を周知する必要があることから、閣議決定後、速やか

に公布します。なお、安全保障上の緊急性と、輸出事業者への周

知期間を考慮して、公布の日から起算して 21 日を経過した日か

ら施行することとしています。 

 今回、我が国の輸出管理制度における国別カテゴリーを利用可能

な包括許可の種類など実務上の扱いに即した分類へと再整理し、

こうした国別カテゴリーに応じた名称を付与することとしてい

ます。 

Ⅰ：賛成又は概ね賛成と見られるご意見 

Ⅱ：反対又は概ね反対と見られるご意見 

Ⅲ：その他のご意見 


